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はじめに

　 東日本大震災（平成２３年３月１１日）により、本県の沿岸部に位置する流域下水道３処
理場（仙塩・県南・石巻東部の各浄化センター）の各施設が機能停止に至る甚大な被害と
なり、内陸部についても管渠の被災等の被害が発生しました。

　 震災当時は大規模停電や広範囲の断水が発生し、未処理下水の溢水等による公衆衛
生の悪化を避けるための緊急措置から応急復旧・本復旧完了に至るまで、段階的な処理
機能改善を踏まえた災害復旧事業を推進したことにより､平成２５年３月までに仙塩流域と
阿武隈川下流流域の両処理場は完全復旧を果たしました。

　 本県では、これまで東日本大震災からの復旧記録として平成２５年３月に『甦れみやぎ
の下水道（下水道課）』のほか､『目で見る「甦る水」の再生（中南部下水道事務所）』や平
成２５年１０月に『復旧への軌跡（ 東部下水道事務所）』等､情報発信をしてきたところです
が､震災から５年を経過したことから、現行記録の統合を目的として今回改めて取りまとめ
を致しました。

　本資料により下水道事業に携わる方々に少しでも情報共有できれば幸いと思います。

宮城県内流域下水道処理場位置図
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第 1 章 
 

地震の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

発 生 時 刻：平成 23年 3月 11日（金） 

14時 46分 

震      源：三陸沖 

牡鹿半島の東南東約 130km付近 

深さ約 24ｋｍ 

規      模：Mw9.0 

断層の大きさ：長さ 450km，幅 200km 

地 震 の 種 類：海溝型地震，逆断層型 

 

平成 23 年 3 月 11 日（金）14 時 46 分頃に発生した

「平成 23 年東北地方太平洋沖地震」は，三陸沖を震

源とするマグニチュード 9.0 という我が国の観測史上

最大規模の地震であった。 

この地震により最大震度 7（栗原市），東北から北関

東にまたがる広い範囲で震度 6 強の強い揺れを観測し，

三陸沿岸では 30ｍ，仙台湾岸の砂浜海岸でも 10ｍを

超える大津波が発生し，沿岸地域に壊滅的な被害をも

たらした。近年の実測観測値（チリ地震津波など）を

大きく超える巨大な津波は，広範囲に及ぶ浸水（327km2）

と強い流体力により沿岸の構造物や家屋の破壊と流出，

海岸の浸食や堆積などによる地形変化，漂流物による

二次的な被害，養殖施設や船舶の漂流，可燃物の流出

と火災，道路や鉄道など交通網の分断，農業・漁業，

製造業などの産業基盤の喪失等，想像を絶する甚大な

被害をもたらした。漁船，水産加工設備，沿岸養殖場

などの水産関連施設をはじめ，農地を含む農業関連施

設や沿岸部に立地する様々な企業の関連施設など，沿

岸部で行われてきた産業活動の全てが甚大な被害を受

け，多くの人々が就労の場を失った。人的被害の少な

かった内陸部でも，住宅被害や宅地の崩壊，学校や商

業施設等の建物被害，道路や公共交通機関網の分断，

電力などのエネルギーの供給停止などにより，日常生

活に大きな支障が生じたことをはじめ，東北地方を出

入りする原材料，部品及び製品等の供給網が分断し，

その影響が海外まで波及するなど，被害は多岐にかつ

広範囲に及んだ。 

また，住家被害では，全壊・半壊家屋が 23万棟を超

え，地域によってはライフラインの復旧の目処が立た

ず，ピーク時には県内 1,183箇所の避難所に 32万人の

被災者が避難を余儀なくされた。 

そして，東京電力福島第一原子力発電所の施設被害

は，被害の規模をさらに深刻なものとし，大地震，大

津波，原発事故，風評被害などの複合被害に直面する

ことになった。   

 

 

 

 

 

 

【１】地震の概要 
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東北地方太平洋沖地震は，余震が非常に多いのが特

徴であり，余震は M7.0以上が 6回発生（M7.6，M7.5，

M7.4，M7.3，M7.2，M7.0）し，最大余震は平成 23年 3

月 11日（金）15時 15分に茨城県沖を震源とする M7.6

の余震で最大震度 6強を記録した。平成 24年 2月 29

日末現在で震度 5以上の余震は本震を含めて 46回，震

度 4以上の余震は 226回を記録している。 

本県では，平成 23年 4月 7日 23時 32分に発生した

最大震度 6強の余震によって，本震で損傷していた道

路などの公共土木施設被害が拡大し，一部で運行再開

していた東北本線が再度運休するなど，県民生活に甚

大な被害を与えた。また，福島県いわき市などでは陸

域で余震が発生し，地表面に地震断層が確認されたほ

か，この陸域では非常に活発な余震が見られたことが

特徴であった。 

現在は，余震活動は少なくなってきているが，今後

とも注意が必要である。 

 

 

 
 

 

【２】余震の概要 
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気象庁は，地震の揺れが継続していた 14時 49分に

北海道から関東地方の太平洋沿岸に大津波警報，北海

道の日本海側，関東地方から沖縄地方に津波警報，北

海道のオホーツク海，瀬戸内海，九州地方の東シナ海

側などに津波注意報を発令した。本県では，15時 14

分に津波予想高 6mから 10mに拡大された。 

この大津波は，高潮や波浪を対象に計画高を決定し

た第一線の海岸堤防をはるかに超えて，内陸へ深く浸

入した。海岸線を越えて遡上した大津波は，地盤高の

低い海岸線の松林を根こそぎ倒伏させ，構造物をこと

ごとく破壊し，その先端部で発生した射流は，恐るべ

き破壊力で構造物，家屋，自動車などを破壊し，あた

り一面をがれきの海にした。  

さらに，陸上に上った津波は，戻り流れとなり，破

壊した家屋や港湾貨物などを次々に海へ流出させ，第

1波の越流で破壊した海岸堤防をさらに陸側から破

壊し，壊滅的な被害を与えた。河川を遡上した津波は，

地震動に耐えた河口付近の橋梁を波圧と揚圧力により

落橋させた。また，リアス式海岸での大津波は，すさ

まじい破壊力で海岸沿いに密集した家屋はもとより，

RC構造の業務ビルを基礎杭諸共に倒壊させ，防潮堤，

水門，港湾及び漁港などの沿岸部の施設を壊滅的に破

壊した。大型の船舶やバスなどの車両は，内陸へ奥深

く漂流し，建物を破壊した後，無残にも内陸部に取り

残された。また，海岸線から内陸 1kmに位置する仙台

空港は，流れ込んだがれきや車両が滑走路を塞ぎ，使

用不能となった。  

大津波の発生に伴い，流出した燃料に起因する火災

は，被害を拡大させ，避難や救助を妨げた。道路は，

がれきや大規模な浸水により通行が遮断され，電力の

不通のため通信手段を失い，多くの避難所は，道路が

啓開されるまでの数日間孤立し，避難者の安否さえ不

明だった。地域医療を担う多くの病院が被災し，かろ

うじて津波を逃れて救護されたにもかかわらず，十分

な手当を受けられずに落命する被災者も見られた。救

援物資は届かず，必要な物資が不足し，運搬するため

の車両や燃料すら手配が困難であった。被災状況の把

握は困難を極め，事態が明らかになったのは，発災後

数日を経過し，自衛隊等による救護・救援活動が本格

化してからのことだった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【３】津波の概要 

津波で打ち上げられた大型漁船（気仙沼市) 
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○津波警報の発表状況 
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○山元町～松島町の津波痕跡図 

 

 

○松島町～女川町の津波痕跡図 

 

 

○女川町～気仙沼市の津波痕跡図 

 
 
本県の沿岸 15市町（仙台市，石巻市，塩竃市，気仙

沼市，名取市，多賀城市，岩沼市，東松島市，亘理町，

山元町，松島町，七ケ浜町，利府町，女川町，南三陸

町）の全市町において，津波による浸水被害を受けて

おり，推定浸水域にかかる 8市 7町で人口 1,205,851

人のうち 277,952人で 23.1％，世帯数は 466,356世帯

のうち 97,705世帯で 21.0%の方々が甚大な浸水被害を

受けた。 
 
 
 

○津波の浸水範囲 

 

 

○推定浸水域にかかる人口及び世帯数 

 

 

 

気仙沼港 

仙台空港 

  仙台塩釜港 

石巻港 

気仙沼合庁に押し寄せる津波の状況 
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東北地方太平洋沖地震による直接的な被害に加え，

石巻市牡鹿では上下方向で約 1.2mの地盤沈下，東南東

方向に 5.3m移動したことが確認されており，石巻市や

気仙沼市などの沿岸市町村では，住宅街が満潮時に浸

水する被害が深刻化した。 

また，地震によって海抜 0m以下の面積は 56km2で地

震前の 3.4倍に増加し，大潮の満潮位 (T.P+0.7m) 以

下の面積は129km2で地震前の1.9倍に増加したことが

確認されており，県内の沿岸部を中心に大規模な地盤

沈下が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○上下変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水平変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海水面以下となった土地 

 

 

 

 

 

 

○海水面以下となった土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】地殻変動の概要 

石巻市牡鹿 

石巻市牡鹿 

地盤沈下した県道（石巻市渡波地区） 
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第２章 
 

被害の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

死者        10,483 人   

       直接死    9,594 人 

         関連死     889 人 

行方不明者      1,282 人 

重傷           502 人 

軽傷                3,615 人 

 

 

 
全壊        82,914 棟 

半壊       155,085 棟 

一部損壊      222,858 棟 

床下浸水       7,796 棟 

非住家被害     28,893 棟 

 

 

 
県内の避難所は，平成 23 年 12 月 30 日に全て閉鎖さ

れたが，ピーク時（平成 23 年 3月 14 日）における避

難所と避難所数は下記のとおりである。 

 

ピーク時：平成 23 年 3月 14 日 

避難所         1,183 施設 

避難者数      320,885 人 

 

 

 
 県内における電気，停電戸数はピーク時において

1,545,494 戸で発生し，水道給水は県内の 35 全市町村

で発生した。また，ガスの供給支障は都市ガスを含め

て，主に沿岸市町を中心に 13 市町で発生した 

 

電気，停電戸数   1,545,494 戸（ピーク時） 

（平成 23 年 6 月 18 日復旧） 

水道 給水支障    ピーク時：35 市町村 

ガス 供給支障    ピーク時：13 市町

 

 

 

交通関係             103億円  

ライフライン施設        1,865億円   

保健医療・福祉施設        516億円   

建築物（住宅関係）       50,904億円  

民間施設等           9,906億円   

農林水産関係         12,952億円 

公共土木施設・交通基盤施設  12,568億円  

文教施設                     2,010億円 

廃棄物処理・し尿処理施設        69億円 

その他の公共施設等             769億円   

 

合計 91,662億円 

 

 

 

 

 

道路              1,890億円  

橋梁                      594億円   

河川                    2,480億円   

海岸                        797億円  

砂防                     8億円   

公園                    217億円 

都市災                          51億円  

港湾                         1,088億円 

下水道                       3,717億円 

公営住宅                        62億円   

  空港関連施設           78億円 

  土木部所管施設            5億円 

              小計 10,987億円 

  国直轄分           1,457億円 

NEXCO東日本           120億円 

  宮城県道路公社分               4億円 

公共土木施設・交通基盤施設   12,568億円 

  住宅関係            51,272 億円 

                 合計 63,840 億円 

 

  

【１】県全体の被害概要 

○人的被害 

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

○住家・非住家被害 

      (平成 26 年 3 月 31 日現在)

○避難所・避難者数 

      (平成 26 年 3 月 31 日現在) 

○ライフライン被害 

      (平成 26 年 3 月 31 日現在) 

○各施設の被害額 

(平成 26 年 3 月 10 日現在) 

○公共土木施設等の被害額 

(確定値)

内訳 

※四捨五入の関係で端数が合わない場合があり

ます。 

※四捨五入の関係で端数が合わない場合があり

ます。 
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○人的被害の状況（平成 26 年 3 月 31 日現在）

 

人　的　被　害

人口

[国勢調査] 直接死 関連死 合計

(H22.10) 人 人 人 人 人 人 人

仙台市 1,045,986 655 258 913 30 276 1,999 0

石巻市 160,826 3,270 253 3,523 438 不明 不明 不明

塩竈市 56,490 26 18 44 0 2 8 0

気仙沼市 73,489 1,090 107 1,197 234 不明 不明 不明

白石市 37,422 0 1 1 0 0 18 0

名取市 73,134 911 41 952 40 14 194 0

角田市 31,336 0 0 0 0 0 4 0

多賀城市 63,060 188 30 218 0 不明 不明 不明

岩沼市 44,187 180 6 186 1 7 286 0

登米市 83,969 0 8 8 4 12 40 0

栗原市 74,932 0 1 1 0 6 544 0

東松島市 42,903 1,062 66 1,128 25 62 59 0

大崎市 135,147 2 5 7 0 79 147 0

蔵王町 12,882 0 0 0 0 0 0 0

七ヶ宿町 1,694 0 0 0 0 0 0 0

大河原町 23,530 0 2 2 0 0 0 1

村田町 11,995 0 0 0 0 0 1 0

柴田町 39,341 2 3 5 0 3 1 0

川崎町 9,978 0 0 0 0 0 0 3

丸森町 15,501 0 0 0 0 0 1 0

亘理町 34,845 264 18 282 6 2 43 0

山元町 16,704 680 19 699 18 9 81 不明

松島町 15,085 2 5 7 0 3 34 0

七ヶ浜町 20,416 75 3 78 2 不明 不明 不明

利府町 33,994 1 0 1 0 4 0 0

大和町 24,894 0 1 1 1 0 7 0

大郷町 8,927 1 0 1 0 1 4 0

富谷町 47,042 0 1 1 0 2 30 0

大衡村 5,334 0 0 0 0 0 4 0

色麻町 7,431 0 0 0 0 0 9 0

加美町 25,527 0 0 0 0 0 33 0

涌谷町 17,494 1 0 1 2 1 20 24

美里町 25,190 0 1 1 0 19 48 0

女川町 10,051 585 22 607 264 不明 不明 不明

南三陸町 17,429 599 20 619 217 不明 不明 不明

計 2,348,165 9,594 889 10,483 1,282 502 3,615 28

※1　上記には、４月７日・７月２５日・７月３１日・８月19日・10月10日の余震の被害を含んでいます。

※2　ライフラインは、平成23年12月11日をもちましてすべて復旧いたしました。（津波で流出した地域を除く）

※3　避難所は、平成23年12月30日をもちまして県内避難所はすべて閉鎖されました。

※4　死者について
　・直接死とは：津波や家屋倒壊などが原因で死亡したと被災市町村で確認された方の合計となっています。　

※5　住家被害について　　床上浸水については，半壊以上の被害として整理しています。(H25年2月から）

　・関連死とは：直接死以外で、この震災が原因で死亡したと災害弔慰金支給審査会等で認定された方の合計となっています。

死　　　者
市町村 行方不明者 重傷 軽傷 その他
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○住家被害の状況（平成 26 年 3 月 31 日現在）

 

人口

[国勢調査]

(H22.10) 棟 棟 棟 棟 棟 棟

仙台市 1,045,986 30,034 109,609 116,046 調査中 調査中 調査中

石巻市 160,826 19,978 13,096 19,948 6,821 3,667 調査中

塩竈市 56,490 655 3,188 6,798 2,606 266 2,345

気仙沼市 73,489 8,483 2,571 4,754 不明 不明 9,605

白石市 37,422 40 566 2,171 0 0 不明

名取市 73,134 2,801 1,129 10,061 3,403 1,179 2,805

角田市 31,336 13 158 1,031 0 0 15

多賀城市 63,060 1,746 3,730 6,123 調査中 1,075 不明

岩沼市 44,187 736 1,606 3,086 1,611 114 3,126

登米市 83,969 201 1,798 3,362 0 3 823

栗原市 74,932 58 372 4,552 0 3 48

東松島市 42,903 5,511 5,560 2,427 調査中 1,079 936

大崎市 135,147 596 2,434 9,138 0 0 328

蔵王町 12,882 16 156 1,143 0 0 113

七ヶ宿町 1,694 0 0 10 0 0 0

大河原町 23,530 10 148 1,333 0 0 117

村田町 11,995 9 116 652 0 0 13

柴田町 39,341 13 189 1,702 0 0 不明

川崎町 9,978 0 14 460 0 0 0

丸森町 15,501 1 38 513 0 0 22

亘理町 34,845 2,389 1,150 2,048 797 274 3,020

山元町 16,704 2,217 1,085 1,138 不明 31 339

松島町 15,085 221 1,785 1,561 192 91 125

七ヶ浜町 20,416 674 649 2,601 調査中 0 625

利府町 33,994 56 901 3,557 45 14 166

大和町 24,894 42 268 2,790 0 0 不明

大郷町 8,927 50 274 791 0 0 210

富谷町 47,042 16 537 5,305 0 0 0

大衡村 5,334 0 19 764 0 0 0

色麻町 7,431 0 15 215 0 0 18

加美町 25,527 8 35 749 0 0 22

涌谷町 17,494 144 735 1,034 0 0 543

美里町 25,190 129 627 3,130 0 0 1,705

女川町 10,051 2,924 349 661 調査中 不明 1,590

南三陸町 17,429 3,143 178 1,204 不明 不明 234

計 2,348,165 82,914 155,085 222,858 15,475 7,796 28,893

※1　上記には、４月７日・７月２５日・７月３１日・８月19日・10月10日の余震の被害を含んでいます。

※2　ライフラインは、平成23年12月11日をもちましてすべて復旧いたしました。（津波で流出した地域を除く）

※3　避難所は、平成23年12月30日をもちまして県内避難所はすべて閉鎖されました。

※4　死者について
　・直接死とは：津波や家屋倒壊などが原因で死亡したと被災市町村で確認された方の合計となっています。　

※5　住家被害について　　床上浸水については，半壊以上の被害として整理しています。(H25年2月から）

　・関連死とは：直接死以外で、この震災が原因で死亡したと災害弔慰金支給審査会等で認定された方の合計となっています。

市町村

住　家　被　害

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 非住家被害
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○ 各 施 設 の 被 害 額 （ 平 成 26 年 3 月 10 日 現 在 ）

 

金　　額 概　　要

鉄道 阿武隈急行 386,980

8,595,043 仙台臨海鉄道 1,745,000

交通関係 仙台市営地下鉄 1,250,000

東日本旅客鉄道 -
全体で６７８億円（県別の金額は公表して
いない）

日本貨物鉄道 5,213,063

バス 1,318,000 仙台市営バス，宮城交通等

離島航路 塩竈市営汽船 25,151

410,161 大島汽船 327,700

網地島ライン 27,310

シーパル女川汽船 30,000

水道 上水道 30,670,845 水道，水道用水供給事業施設

ライフライン施設 31,014,140 工業用水道 343,295

70,800,000

27,550,000

57,177,400 電気通信施設，放送施設等

34,051,775

保健医療・福祉関係施設 16,791,221

736,151 県立社会福祉施設，宮城県立病院機構
等

5,090,422,528

民間施設等 589,490,000 建物・機械・設備備品等

144,937,000 建物・商品等

256,190,000

545,396,810 農地，農業施設，農作物等

5,009,460 畜舎，家畜，畜産品等

55,117,016 林道，林地，治山施設，林産物等

680,382,645 水産施設，漁港，漁船，水産物等

9,319,614 船舶，水産技術総合センター等

高速道路 NEXCO東日本所管分 12,000,000 東北自動車道，仙台東部道路，
仙台北部道路，常磐自動車道

公共土木施設（仙台市含む）・ 12,420,000 宮城県道路公社所管分 420,000 仙台南部道路，仙台松島道路

交通基盤施設 145,696,000

248,348,000

248,017,000

79,727,000

108,797,000

371,690,000

42,126,000 砂防，公園等

28,036,928

51,271,757

文教施設 11,409,888

69,000,000

3,755,830

37,476,157 社会教育施設，文化財施設，研究施設，
宮城大学等

6,917,259

21,614,557

16,428,000

10,149,312

28,666,387 庁舎，県施設等（譲渡施設を除く）

9,166,256,039 (東日本旅客鉄道の被害額は含まれていない）

項　　　目

自動車・船舶（漁船を除く）

1,295,225,545

その他の公共施設等

186,541,540

990,617,000

1,256,821,000

200,950,560

10,323,204

畜産関係

合　　　　　　計

工業関係

電気

76,858,256

51,579,147

農林水産関係

その他公共土木施設等（空港，所管施設を含む）

その他

医療機関等

国直轄分

警察関係施設等

観光施設

消防関係施設等

私立学校

国立学校施設

私立大学

その他文教施設

建築物（住宅関係）

その他県有施設等

廃棄物処理・し尿処理施設

市町村立学校

下水道

その他（県所管施設）

海岸

港湾

県立学校

農業関係

(東日本旅客鉄道の被害額は

含まれていない）

（東日本旅客鉄道の被害額は含ま
れていない）

林業関係

水産業関係

道路（橋梁を含む）

河川（ダムを含む）

都市ガス

通信・放送

商業関係

民間等社会福祉施設
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○公共土木施設等の被害額（確定値）

                                 

仙台市 合計

所管分

件　数
（箇所）

概算被害額
件　数
（箇所）

概算被害額
件　数

（箇所）
概算被害額 概算被害額

道　路 1,437 51,496 4,052 64,329 5,489 115,825 73,147 188,972

橋　梁 128 32,659 135 17,952 263 50,611 8,765 59,376

河　川 278 241,968 59 5,160 337 247,128 889 248,017

海　岸 74 79,727 74 79,727

砂　防 9 778 9 778

公　園 6 3,265 135 10,231 141 13,496 8,189 21,685

都市災 10 3,100 88 2,000 98 5,100

港　湾 691 108,797 691 108,797

下水道 121 40,206 491 181,404 612 221,610 150,080 371,690

公営住宅 102 5,867 32 390 134 6,257

2,856 567,863 4,992 281,466 7,848 849,329 241,070 1,090,399

- - - - 4 7,811

19 495 19 495

2,875 568,358 4,992 281,466 7,871 857,635 241,070 1,098,705

145,696

12,000

420

1,256,821

5,127,233

6,384,054

住宅関係

総計

（河川，海岸，道路，港湾など）

NEXCO東日本

宮城県道路公社分

公共土木施設・交通基盤施設　計

公
共
土
木
施
設

小計

空港関連施設

土木部所管施設

合計

国直轄分

単位：百万円

種
別

工　種

県所管分 市町村所管分
(仙台市除く)

合　　計
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【２】流域下水道施設の被害概要 

○各施設の被害概要

施設名称 機能 被災要因 機能 被災要因 機能 被災要因 機能 被災要因 機能 被災要因 機能 被災要因 機能 被災要因

沈砂池・ポンプ 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
－

機能使用

可

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

予備反応タンク 機能停止 浸水

最初沈殿池 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
機能停止 浸水

反応タンク 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
機能停止 浸水

OD池
機能使用

可
－

最終沈殿池 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
－

一部機能

停止
地震動

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

塩素混和池(消毒

設備)
機能停止 浸水 機能停止 浸水

機能使用

可
－

機能使用

可
－

機能使用

可

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

送風機施設 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
－

機能使用

可

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

汚泥濃縮施設 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
－

機能使用

可

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

汚泥消化施設 機能停止流出・浸水機能停止流出・浸水
機能使用

可
－

汚泥脱水設備 機能停止 浸水 機能停止 浸水
機能使用

可
－

機能使用

可
－

機能使用

可

機能使用

可
－ 機能停止 浸水

汚泥燃料化施設 機能停止 浸水

汚泥焼却設備 機能停止 浸水

各ポンプ場 機能使用可 地震動
一部機能

停止
浸水

機能使用

可
－

機能使用

可
－

一部機能

停止
浸水

機能使用

可
－

一部機能

停止
浸水

※凡例

・・・ 機能停止又は一部機能停止箇所及びその要因を示す。
－(機能) ・・・ 対象浄化センターに対象施設が無いことを示す。

－(被災要因) ・・・ 機能使用可の場合、機能を停止させる程の被災要因は無いことを示す。

石巻東部浄化センター

処理方法

標準活性汚泥法 標準活性汚泥法 OD法 純酸素活性汚泥法 標準活性汚泥法 OD法 純酸素活性汚泥法

担体利用型嫌気無

酸素好気法

仙塩浄化センター 県南浄化センター 鹿島台浄化センター 大和浄化センター 石巻浄化センター 石越浄化センター

被災状況

- - - - - -

- - - - -

-

-

- - - - - -

- - - - -

-

-

-

- --

-
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仙塩浄化センター全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仙塩流域下水道一般図 
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県南浄化センター全体図 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阿武隈下流域下水道一般図 
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鹿島台浄化センター全体図 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳴瀬川流域下水道一般図 
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大和浄化センター全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉田川流域下水道一般図 
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石巻浄化センター全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北上川下流流域下水道一般図 
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石越浄化センター全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
迫川流域下水道一般図 
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石巻東部浄化センター全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北上川下流東部流域下水道一般図 
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第３章 
 

地震発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

平成 23年 3月 11日 14時 46分の地震発生後，県は

直ちに災害対策法に基づき知事を本部長とする宮城県

災害対策本部を設置した。 

土木部では，宮城県災害対策本部が設置されたこと

から，「宮城県土木部災害対策本部及び事務局の組織並

びに運営に関する要領」第 2に基づき，県庁８階土木

部会議室に宮城県土木部災害対策本部を設置し，土木

部としての対応方針の決定，被害状況の把握，その後

の公共土木施設等の復旧に全力を挙げて取り組んでき

た。 

 

3 月 11 日 

 

16:20 第 1 回土木部災害対策本部会議 

18:30 第 2 回土木部災害対策本部会議 

21:30 第 3 回土木部災害対策本部会議 

3 月 12 日 4:30 第 4 回土木部災害対策本部会議 

10:00 第 5 回土木部災害対策本部会議 

14:30 第 6 回土木部災害対策本部会議 

18:30 第 7 回土木部災害対策本部会議 

3 月 13 日 4:00 第 8 回土木部災害対策本部会議 

11:00 第 9 回土木部災害対策本部会議 

18:00 第 10 回土木部災害対策本部会議 

3 月 14 日 7:00 第 11 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 12 回土木部災害対策本部会議 

3 月 15 日 8:30 第 13 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 14 回土木部災害対策本部会議 

3 月 16 日 9:30 第 15 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 16 回土木部災害対策本部会議 

3 月 17 日 9:30 第 17 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 18 回土木部災害対策本部会議 

3 月 18 日 9:30 第 19 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 20 回土木部災害対策本部会議 

3 月 19 日 9:30 第 21 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 22 回土木部災害対策本部会議 

3 月 20 日 9:30 第 23 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 24 回土木部災害対策本部会議 

3 月 21 日 9:30 第 25 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 26 回土木部災害対策本部会議 

3 月 22 日 

 

9:30 第 27 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 28 回土木部災害対策本部会議 

3 月 23 日 9:30 第 29 回土木部災害対策本部会議 

3 月 24 日 9:30 第 30 回土木部災害対策本部会議 

3 月 25 日 9:30 第 31 回土木部災害対策本部会議 

3 月 26 日 9:30 第 32 回土木部災害対策本部会議 

3 月 27 日 9:30 第 33 回土木部災害対策本部会議 

3 月 28 日 9:30 第 34 回土木部災害対策本部会議 

3 月 29 日 9:30 第 35 回土木部災害対策本部会議 

3 月 30 日 9:30 第 36 回土木部災害対策本部会議 

3 月 31 日 9:30 第 37 回土木部災害対策本部会議 

4 月 1 日 9:30 第 38 回土木部災害対策本部会議 

4 月 2 日 9:30 第 39 回土木部災害対策本部会議 

4 月 3 日 9:30 第 40 回土木部災害対策本部会議 

4 月 4 日 9:30 第 41 回土木部災害対策本部会議 

4 月 5 日 9:30 第 42 回土木部災害対策本部会議 

4 月 6 日 9:30 第 43 回土木部災害対策本部会議 

4 月 7 日 9:30 第 44 回土木部災害対策本部会議 

4 月 8 日 9:30 第 45 回土木部災害対策本部会議 

17:30 第 46 回土木部災害対策本部会議 

4 月 9 日 9:30 第 47 回土木部災害対策本部会議 

4 月 10 日 9:30 第 48 回土木部災害対策本部会議 

4 月 11 日 9:30 第 49 回土木部災害対策本部会議 

4 月 12 日 9:30 第 50 回土木部災害対策本部会議 

4 月 13 日 9:30 第 51 回土木部災害対策本部会議 

4 月 14 日 9:30 第 52 回土木部災害対策本部会議 

4 月 15 日 9:30 第 53 回土木部災害対策本部会議 

4 月 16 日 9:30 第 54 回土木部災害対策本部会議 

4 月 17 日 9:30 第 55 回土木部災害対策本部会議 

4 月 18 日 9:30 第 56 回土木部災害対策本部会議 

4 月 19 日 9:30 第 57 回土木部災害対策本部会議 

4 月 20 日 9:30 第 58 回土木部災害対策本部会議 

4 月 21 日 9:30 第 59 回土木部災害対策本部会議 

4 月 22 日 9:30 第 60 回土木部災害対策本部会議 

4 月 23 日 9:30 第 61 回土木部災害対策本部会議 

4 月 24 日 9:30 第 62 回土木部災害対策本部会議 

4 月 26 日 9:30 第 63 回土木部災害対策本部会議 

4 月 27 日 9:30 第 64 回土木部災害対策本部会議 

4 月 28 日 9:30 第 65 回土木部災害対策本部会議 

5 月 2 日 9:30 第 66 回土木部災害対策本部会議 

5 月 6 日 9:30 第 67 回土木部災害対策本部会議 

5 月 9 日 9:30 第 68 回土木部災害対策本部会議 

5 月 10 日 9:30 第 69 回土木部災害対策本部会議 

5 月 11 日 9:30 第 70 回土木部災害対策本部会議 

5 月 12 日 9:30 第 71 回土木部災害対策本部会議 

5 月 13 日 9:30 第 72 回土木部災害対策本部会議 

5 月 16 日 9:30 第 73 回土木部災害対策本部会議 

5 月 19 日 9:30 第 74 回土木部災害対策本部会議 

5 月 23 日 9:30 第 75 回土木部災害対策本部会議 

5 月 26 日 9:30 第 76 回土木部災害対策本部会議 

5 月 30 日 9:30 第 77 回土木部災害対策本部会議 

6 月 2 日 9:30 第 78 回土木部災害対策本部会議 

6 月 6 日 9:30 第 79 回土木部災害対策本部会議 

6 月 15 日 9:00 第 80 回土木部災害対策本部会議 

6 月 22 日 9:30 第 81 回土木部災害対策本部会議 

6 月 29 日 9:30 第 82 回土木部災害対策本部会議 

7 月 6 日 9:30 第 83 回土木部災害対策本部会議 

7 月 15 日 16:00 第 84 回土木部災害対策本部会議 

7 月 20 日 10:00 第 85 回土木部災害対策本部会議 

7 月 27 日 10:00 第 86 回土木部災害対策本部会議 

8 月 3 日 10:00 第 87 回土木部災害対策本部会議 

8 月 10 日 10:00 第 88 回土木部災害対策本部会議 

8 月 24 日 10:00 第 89 回土木部災害対策本部会議 

9 月 7 日 10:00 第 90 回土木部災害対策本部会議 

9 月 21 日 10:00 第 91 回土木部災害対策本部会議 

【１】土木部災害対策本部の設置 
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10月 20日 10:00 第 92 回土木部災害対策本部会議 

11 月 11 日 10:00 第 93 回土木部災害対策本部会議 

11 月 21 日 10:00 第 94 回土木部災害対策本部会議 

12月 12日 10:00 第 95 回土木部災害対策本部会議 

1 月 20 日 10:00 第 96 回土木部災害対策本部会議 

3 月 2 日 10:00 第 97 回土木部災害対策本部会議 

3 月 21 日 10:00 第 98 回土木部災害対策本部会議 

 

 

 
 

東北地方太平洋沖地は最大震度 7を記録し，大津波

による人的被害が甚大なことが予想されたことから，

土木部職員（臨時職員含む）976名の安否確認を直ち

に行ったが，沿岸部の事務所は大津波で事務所そのも

のが被災し，ＮＴＴ回線，携帯電話が使用出来ない状

況となり，個人の固定電話や携帯電話も通話不能とな

った。そのため，安否確認は非常に困難を極めたが，

土木部職員が全員無事と確認出来たのが地震発生後 6

日目となる平成 23年 3月 17日に土木部全職員の安否

確認を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

沿岸部にある東部土木事務所，気仙沼土木事務所，

仙台塩釜港湾事務所，石巻港湾事務所，仙台港背後地

土地区画整理事務所は，大津波で事務所そのものが被

災したので，災害調査や応急復旧は，内陸部にある事

務所で支援することにより，初動体制を確保した。 

また，津波で甚大な被害を受けた沿岸市町について

は，避難所運営などにより人的不足が顕著であったこ

とから，県において災害査定等を支援した。 

 

 

 

土木部では発災当初から国，各都道府県及び関連機

関から応援派遣（仮設住宅支援，下水道災害調査，災

害復旧・復興先遣調査，下水道災害調査）を受けて復

旧に取り組んでいるところであるが，平成２３年４月

からの４道県からの短期派遣に続き、同年６月からは

１７都道県から８３名，同年９月及び１０月にはピー

クとなる１００名，そして，同年１１月から１８都道

県から９８名の地方自治法第２５２条の１７の規定に

基づく長期派遣（自治法派遣）の人的支援を頂いてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】土木部職員の安否確認 

【３】初動時における災害復旧体制 

 

【４】他県職員の応援派遣 

 

○初動時における災害復旧体制（平成 23年 3月 13日通知） 
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○他県職員の応援派遣 
 

 

青文字は短期派遣

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

防災砂防課 災害査定・設計審査 土木 1 石川県 1 1 1 1 1 1 1 1

防災砂防課 災害査定・設計審査 土木 1 兵庫県 1 1 1 1 1 1 1 1

防災砂防課 災害査定・設計審査 土木 2 福岡県 2 2 2 2 2 2 2 2

仙台土木（大河原土木） 道路・橋梁・河川・海岸 土木 4 兵庫県 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

仙台土木（大河原土木） 道路・橋梁・河川・海岸 土木 2 岐阜県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

仙台土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 4 山形県 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

仙台土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 3 愛媛県 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

仙台土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 2 愛知県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

登米地域（気仙沼土木） 道路・橋梁・河川・海岸 土木 2 徳島県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

登米地域（気仙沼土木） 道路・橋梁・河川・海岸 土木 2 徳島県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

東部土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 5 秋田県 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

東部土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 3 北海道 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

東部土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 3 三重県 3 3 3 3 3 １０月末派遣終了

東部土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 4 佐賀県 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

東部土木 道路・橋梁・河川・海岸 土木 5 熊本県 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

登米地域（気仙沼土木） 道路・橋梁・河川・海岸 土木 5 北海道 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

気仙沼土木 道路・橋梁・河川・海岸・港湾 土木 三重県 3

気仙沼土木 道路・橋梁・河川・海岸・港湾 土木 5 東京都 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

仙台塩釜港湾 港湾 土木（港湾） 1 東京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

仙台塩釜港湾 港湾 土木（港湾） 1 石川県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

仙台塩釜港湾 港湾 土木（港湾） 1 鳥取県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

仙台塩釜港湾 港湾 土木（港湾） 1 徳島県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

仙台塩釜港湾 港湾 土木（港湾） 1 大分県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

石巻港湾 港湾 土木（港湾） 5 秋田県 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

石巻港湾 港湾 土木（港湾） 2 富山県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

下水道課 下水道 土木（下水） 2 東京都 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

中南部下水 下水道 土木（下水） 1 富山県 1 1 1 1 1 1 1 1 1

中南部下水 下水道 土木（下水） 1 石川県 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74 17 31 63 65 69 74 74 71 71 69 69 69

住宅課 災害公営住宅 建築 1 東京都 1 1 1 1

住宅課 災害公営住宅 建築 1 愛知県 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 1 北海道 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 2 秋田県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 2 山形県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 3 東京都 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 1 富山県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 2 岐阜県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 1 愛知県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 1 福岡県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

営繕課 県有施設（県立学校含む） 建築 1 熊本県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 建築 1 東京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 建築 1 三重県 1 1 1 1 1 １０月末派遣終了

教育庁 教育関係施設 建築 1 宮崎県 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 建築 1 鳥取県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 建築 1 愛媛県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 建築 1 大分県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 0 2 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21

中南部 下水道災害復旧 電気 1 東京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1

中南部 下水道災害復旧 電気 1 新潟県 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 北海道 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 秋田県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 山形県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 岐阜県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 徳島県 機械から振替 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気 1 熊本県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

教育庁 教育関係施設 電気 1 鳥取県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 0 1 7 8 8 8 8 9 8 8 8 8

中南部 下水道災害復旧 機械 1 東京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 機械 1 秋田県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 機械 1 東京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 機械 1 兵庫県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 機械 1 福岡県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

設備課 県有施設（県立学校含む） 電気へ振替（機械職として業務に従事できる電気職へ）

5 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

110 17 35 93 97 101 106 106 104 105 103 103 103

104 17 35 87 91 95 100 100 98 99 97 97 97

短期派遣 17 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土木職員

建築職員

電気職員

機械職員

合計

合計（教育庁除く）

災害復旧応援態勢　スケジュール

所属
（勤務所属）

工種 他県応援職種
(最大必要人数）

人数 支援自治体
平成23年度
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【５】下水道事務所の初動対応 

○中南部下水事務所 

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東部下水事務所 
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第４章 
 

流域下水道の応急対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 流域下水処理場の主ポンプ被災により揚水能力が失われた被災直後の緊急時においては、

主ポンプの応急仮復旧を 優先とし、市中における公共マンホールからの未処理下水溢水

の回避に全力を傾注した。 

 

【１】主ポンプ被災に対する緊急対応 
 各処理場の既設主ポンプ能力は以下のとおりであるが、津波による浸水により主として

電気操作盤や駆動モーター部等が損傷し、水処理系列への送水ルートも管廊の浸水により

被災状況が確認できない状態であったことから主ポンプの再稼働まで時間を要することが

予想された。 

 被災を免れた内陸部の地域や被災地内の避難生活者、支援活動者などから排出される生

活排水の流入が継続する一方で、地震動により処理場沈砂池ポンプ棟流入渠の緊急遮断ゲ

ートが閉鎖したままであることから、下水管渠内の滞水によるマンホールからの溢水が懸

念された。 

このことから、緊急的に沈殿・消毒放流や緊急消毒放流を組み合わせて溢水防止に全力

を傾注した。 

各下水処理場における溢水対策及び揚水能力の段階的復旧計画を以下のように定めた。 

 

 

なお、仮設ポンプや発動発電機等の資機材手配は 

 ①指定管理者ルート 

 ②災害対策本部会議ルート 

 ③宮城県土木部災害応援協定ルート（宮城県建設業協会） 

 ④北海道・東北ブロック下水道災害時支援ルート（日本下水道施設業協会・他） 

 

等を駆使した。 
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資料 

仙塩流域下水道の溢水対策 

◆ 基本方針 

本格復旧までの間は処理場内において沈殿・消毒の簡易処理を行う 

 

◇ 復旧手順 

・メインポンプ（Φ６００ｍｍ～Φ９００ｍｍ・４台・２８６ｍ3/分）の 

５月中旬までの段階的整備・復旧を急ぐ 

（Φ９００ｍｍ・１台→Φ６００ｍｍ・２台→Φ９００ｍｍ・１台） 

  ・大ポンプ１台（Φ９００ｍｍ・９５ｍ3/分）の４月下旬までの整備復旧を図る。 

  ・処理場内に下水全量をくみ上げ、処理場外の緊急放流を解消する。ただし、 

２台目のポンプ復旧までの間、緩衝緑地沈殿池を併用する。 

 

◆ 多賀城市街地における当面の溢水防止対応方針 

応急対策として、７５ｍ3/分（晴天時平均流入量）以上の排水能力を確保する 

 

 ◇ポンプ使用によるハード対策・・６０ｍ3/分 

  

 ◇広報等によるソフト対策・・・・１５ｍ3/分 

 

１ 管渠内滞留下水の緊急排除（１０２ｍ3/分） 

 ① 関連市町と連携したマンホール等からの緊急ポンプ排水及び処理場外仮設沈殿放流 

（砂押川・貞山運河・七北田川 ３２ｍ3/分） 

 ② 処理場流入ゲート前面からのポンプ排水（場内沈殿池・５２ｍ3/分） 

◇ 排水ポンプ車による排水（国交省・６ｍ3/分＊３台＝１８ｍ3/分） 

 

２ 処理場外仮設沈殿池による処理場への流入下水抑制（１６ｍ3/分） 

 ③ 多賀城緩衝緑地内における沈殿池の設置及び簡易処理放流（砂押川 ８ｍ3/分） 

 ④ 仙台市公共下水道における沈殿池の設置及び簡易処理放流（要害川 ８ｍ3/分） 

  

３ 節水への住民協力 

 ⑦ 節水への呼びかけにより１５ｍ3/分を抑制 
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資料

阿武隈川下流流域下水道の溢水対策 

◆ 基本方針 

 

本格復旧までの間は処理場内において沈殿・消毒の簡易処理を行う 

 

◇ 復旧手順 

メインポンプ（Φ３５０～Φ７００ｍｍ・５台・１９２ｍ3/分）の 

５月中旬までの段階的整備・復旧を急ぐ 

  

◆ 市街地における当面の溢水防止対応方針 

 

応急対策として、６１ｍ3/分（晴天時平均流入量）以上の排水能力を確保する 

 

 ◇ポンプ使用によるハード対策・・４６ｍ3/分 

 

 ◇広報等によるソフト対策・・・・１５ｍ3/分 

 

１ 管渠内滞留下水の緊急排除 （８１ｍ3/分） 

 ① 関連市町と連携したマンホール等からの緊急ポンプ排水及び処理場外仮設 

沈殿放流（増田川・五間堀川 ２０ｍ3/分） 

                       

 ② 処理場流入ゲート前面からのポンプ排水（３１ｍ3/分）→赤井江 

 

 ③ 処理場流入ゲート前面から場内仮設沈殿池へのポンプ排水 

（３０ｍ3/分）→放流渠経由太平洋 

 

２ 処理場外仮設沈殿池による処理場への流入下水抑制（８ｍ3/分） 

 ④ 沈殿池の設置及び簡易処理放流（増田川 ８ｍ3/分） 

  

３ 節水への住民協力 

 ⑤ 節水への呼びかけにより１５ｍ3/分を抑制 
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資料

北上川下流東部流域下水道の溢水対策 

◆ 基本方針 

 

本格復旧までの間は処理場内において沈殿・消毒の簡易処理を行う 

 

◇ 復旧手順 

メインポンプ（Φ３５０・３台・４９ｍ3/分）の５月中旬までの 

段階的整備・復旧を急ぐ。 

  

◆ 市街地における当面の溢水防止対応方針 

①応急対策として、９ｍ3/分（晴天時平均流入量）以上の排水能力を確保する

②市街地の地盤沈下に伴う管渠への海水浸入を石巻市と協力して抑制する 

こととし、管渠の汚水収集機能が回復するまでの当分の間は上流域の真野川

において旧北上川へ応急放流する。 

 

 ◇ポンプ使用によるハード対策・・１９ｍ3/分 

 

 ◇広報等によるソフト対策 

 

１ 管渠内滞留下水への対応 

 供用区域のうち、石巻市渡波地区等の地盤沈下による海水進入量が顕著なことから津

波被災を受けなかった河北桃生地区の排水を処理場に流下させずに真野川仮設沈殿池

から旧北上川へ沈殿放流し、河北桃生幹線下流部での汚水負荷を軽減し、流域幹線や石

巻公共管渠のマンホールからの溢水を回避する。 

 

 ① 処理場流入ゲート前面からのポンプ排水（１９ｍ3/分）→場内沈殿池 

 

２ 処理場への流入下水抑制 

 ② 沈殿池の設置及び簡易処理放流（真野川 ４ｍ3/分） 

  

３ 節水への住民協力 

 ③ 節水への呼びかけにより流入量を抑制 
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仙塩流域下水道における段階復旧計画 

                                                                                                                    H23.4.2 
 

 
 
 

平成２３年 
           ４月 
                  ２５日 

 
           ５月 
          

 
６月～～ 
 

平成２５年 
３月 
 

 
 処理方式 
 

▲緊急放流（消毒あり） 
○沈殿放流 
（場内外・消毒あり） 

 
               ◎沈殿放流（処理場内・消毒あり） 
 

 
 生物処理 
（高級処理） 

  対応ステージ    応急対応期      第１復旧期            第２復旧期  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 （212,600ｍ３／日） 
 日 大 １５０ｍ３／分 

 
 
 
 
 
 
 
                   179 
 
 
 
 
 
 
 
117 

 
                                 286 
  204                      

  ６号メインポンプ（Φ９００）復旧 
        ９５ｍ３／分 
 

県民節水対策              
    １５ｍ３／分          
  （７０Ｌ／人）          191 
⑥多賀城市緊急２m3/分    

 
 
 
 
 
   １・２号メインポンプ（Φ６００）復旧 
 
       ４８ｍ３／分 ＊２＝９６ｍ３／分 
 

 
 
 
 
 95 
 

⑤塩竃市緊急  ８m3/分   
④マンホール緊急放流  
   ６ｍ３／分        
③ポンプ車を県ポンプへ  
  １８ｍ３／分      

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 （106,200ｍ３／日）  84 
 晴天時平均 ７５ｍ３／分 
 

 ②緩衝緑地・沈殿放流   
     ８ｍ３／分      
                      

県民節水対策 
    １５ｍ３／分 
  （７０Ｌ／人） 
102 

                      
                      
 ①場内・沈殿放流       
    ５２ｍ３／分      
                      
  
 

⑦要害川沈殿８m3/分  
⑥多賀城市緊急２m3/分 

⑤塩竃市緊急  ８m3/分  
 
                 ５号メインポンプ（Φ９００）復旧 ９５ｍ３／分 
 
      
 
 
 

 
 

④マンホール緊急放流 
  ６ｍ３／分 

 
 
 
 
 
 
 

③国ポンプ車 ⇔ 県 

  １８ｍ３／分  
②緩衝緑地・沈殿放流 
     ８ｍ３／分 
 
①場内・沈殿放流 

    ５２ｍ３／分 
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阿武隈川下流流域下水道における段階復旧計画 
                                                                                                                    H23.4.4 
 
 
 
 

平成２３年 
           ４月 
      （名取Ｐ 4/20復旧）  

           ５月 
    5/16 

６月～～ 
 

平成２５年
３月 
 

 
 処理方式 
 

  ▲緊急放流（消毒あり）
   ○沈殿放流（場内外・消毒あり） 
 

     ◎沈殿放流（処理場内・消毒あり） 
 

 生物処理 
（高級処理
） 

    対策ステージ         応急対応期 第
１ 

            第２復旧期

    
 
 
 
 
 
 
      （182,000ｍ３／日）
 日 大 １２６ｍ３／分 

                              
                                             224 

                      
 
 
 
 
   
 96      

 209      ３号メインポンプ（Φ５００）復旧 ３２ｍ３／分 
192 

 
 

  
 １・２号メインポンプ（Φ３５０）復旧   
   128           ３２ｍ３／分  ＊２＝６４ｍ３／分

           
 
 
 
 
 ４・５号メインポンプ（Φ７００）復旧   
           ６４ｍ３／分 ＊２＝１２８ｍ３／分  
 
 
 
          
     
 
 
          
 
                    
         
 
 
 

 
 
        
 
 
 
       （86,100ｍ３／日）
 晴天時平均  ６１ｍ３／分

   県民節水対策   １５ｍ３／分
 81               （７０Ｌ／日） 

 ⑤マンホール緊急放流（五間堀川）
         ８ｍ３／分 
  ④マンホール緊急放流（増田川）
        ４ｍ３／分 
      
 
  ③場内・緊急放流（赤井江） 
       ３１ｍ３／分  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②増田川・沈殿放流
         ８ｍ３／分 
 

  ①場内・仮沈殿放流 
     ３０ｍ３／分（４／５～）  
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7 
 

仙塩流域下水道 仙塩浄化センター 処理状況 

(仮設ポンプ配置位置図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 
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阿武隈川下流流域下水道 県南浄化センター 処理状況 

(仮設ポンプ配置位置図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 

 

北上川下流東部流域下水道 石巻東部浄化センター 処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 
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○ 仙塩流域下水道 仮設ポンプ配置系統図 

 

※メインポンプ復旧に伴い，５月中旬頃迄に仮設ポンプ等を撤 

七北田川左岸幹線 3/31現在

流入ゲート前 P φ200×4m3/分×10mH　4台
P φ200×4m3/分×10mH　4台 ２系水処理へ
P 国交省提供ポンプ車 6m3/分×3台
P φ200×4m3/分×10mH　4台 ３系水処理へ

（塩素混和池で次亜塩素注入中）

№1MH P
φ150×2m3/分×10mH　1台（22日設置済み　31日運転中）
φ150×2m3/分×10mH　1台（30日設置済み　31日運転中）

№2MH P 貞山運河
φ150×2m3/分×10mH（28日設置済み　31日運転中）

P
φ200×4m3/分×10mH（26日済み　30日水位低下により停止中　沈殿池水位上昇時運転予定）

№3MH
沈殿池 　　　貞山運河へ放流
（自然流下）

固形塩素による消毒

φ150×2m3/分×2mH　6台
（30日沈殿池内水位低下により
仮撤去→処理場内へ仮移設済み）
※沈殿池水位上昇時に再設置予定

№4MH 　ＭＨ直壁部に20～30ｃｍのズレあり。使用不可能。

№5MH P   
φ150×2m3/分×15mH（26日済み）

 （31日運転中）
砂押川

№6MH P   
φ150×2m3/分×15mH（26日済み）

 （31日運転中 ）
※各ＭＨに固形塩素投入。

ポンプ台数　集計 3月31日

ポンプ仕様 吐出量　集計
流入ゲート前 Φ２００× ４ｍ３ 12台 48 ｍ３／分
流入ゲート前 国交省提供　６ｍ３ ３台 18
№１MH Φ１５０× ２ｍ３ ２台 4
№２MH Φ１５０× ２ｍ３ １台 2
№３MH Φ２００× ４ｍ３ １台 停止中
№４MH
№５MH Φ１５０× ２ｍ３ １台 2
№６MH Φ１５０× ２ｍ３ １台 2

76 ｍ３／分

P

P

P P

P P
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intra318
タイプライターテキスト
去

intra318
タイプライターテキスト

intra318
タイプライターテキスト

intra318
タイプライターテキスト



 

○ 阿武隈川下流流域下水道 仮設ポンプ配置系統図 
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（１）仮設ポンプ設置等緊急対応経緯 

 

仙塩流域下水道  

 

○ 処理場 

①流入ピットから水処理系列ルート（消毒材：次亜塩素酸ナトリウム） 

３／１３ 中南部事務所は仙台土木事務所へ仮移転 

３／１５ 石油基地火災に係る大代地区の避難指示解除 

３／２３ 知事視察・処理場マスコミ公開 

３／２４ 特高受電 

     多賀城市内溢水情報 

３／２８ 第３系列へ排水開始（６ｍ３／分） 

３／２９ 国交省ポンプ車稼働（１８ｍ３／分） 

３／２９ 仮設ポンプ排水能力（２４ｍ３／分） 

３／３０ 仮設ポンプ排水能力（３８ｍ３／分） 

３／３１ 仮設ポンプ排水能力（４８ｍ３／分） 

４／１  処理場マスコミ公開 

４／６  ５号ポンプモーター工場搬出 

４／１３ １・２号ポンプモーター工場搬出 

 

② 沈砂池ポンプ棟ルート 

４／１５ ５号ポンプモーター搬入設置 

４／２０ ５号ポンプ復帰・稼働（９５ｍ３／分） 

４／２５ 中南部下水道事務所が管理棟へ復帰 

４／２６ 国交省ポンプ車撤収 

５／９  沈殿汚泥吸引・天日乾燥開始 

５／１６ １・２号ポンプ復帰・稼働（９６ｍ３／分） 

５／３０ ６号ポンプ復帰・稼働（９５ｍ３／分） 

     低気圧による豪雨により多賀城市内で溢水 

 

 大雨量（24h）

   （ｍｍ） 

大雨量（時間）

  （ｍｍ） 

主ポンプ揚水量

（m3/分） 

仮設ポンプ 

揚水量（m3/分）

仙塩 １４５（仙台） ３６（仙台） ２８６（4 台）   ６６ 

県南 １２４（岩沼） ２３（岩沼） ―   ８３ 

石巻東部  ７３（石巻）  ８（石巻）    ―   ２４ 
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③ ＮＯ．１マンホールから水処理系列ルート 

３／２２ ポンプ（２ｍ３／分）設置 

３／３０ ポンプ（４ｍ３／分）増設 

 

○ ポンプ場 

① 塩釜ポンプ場 

３／２３ 運転（１０ｍ３／分） 

３／２５   （ ６ｍ３／分） 

３／２７   （ ５ｍ３／分）８ｍ３／分カット 

４／１１   （ ７ｍ３／分） 

４／２１   （１２ｍ３／分） 

４／２３   （１５ｍ３／分） 

 

○ 多賀城緩衝緑地沈殿池（３０×３０×２）（固形塩素消毒） 

３／２０ 砂押川緊急放流について水産業振興課へ漁協協議依頼 

３／２１ 排水開始（自然流下） 

３／２５ ポンプ（８ｍ３／分）設置（強制排水） 

８／５  沈殿池撤去 
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資料

  仙塩浄化センターの機能停止にかかる緊急汚水排除について 

 

                                                        平成２３年３月２０日 

                                                        宮城県土木部下水道課 

                                                           多賀城市 

 

 

 多賀城市大代にある仙塩浄化センターは、津波による浸水により壊滅的な被害を受け、機能が停

止しています。設備も壊滅的な被害を受け、ポンプによる汚水くみ上げが出来ず、下水管内に汚水

がどんどん滞留しています。 

 多賀城市内の一部では既にマンホールから汚水があふれ出しており、今後上水道の復旧に伴って

大量の生活水が流入すると、さらにマンホールからあふれる箇所が増え、市街地の生活環境に重大

な支障を与える恐れがあります。 

 できるだけそのような状況を回避するため、宮城県下水道課では、多賀城市内のマンホールから

砂押川、貞山運河への緊急汚水排除を実施させていただきたいと思います。これは汚水をそのまま

非常用ポンプにより排水するもので、水量があまりに多いため、塩素滅菌処理は困難となります。

 当面は県が仙塩浄化センター付近のマンホールにおいて貞山運河への排水を行い、多賀城市が産

業道路内マンホールから砂押川への排水を行うこととなります。つきましては宮城県漁協様の御理

解をお願いいたします。 

 なお、宮城県下水道課では今後、以下のとおり対策を予定しており、現在鋭意作業中です。どう

ぞ御理解のほどをお願いいたします。 

 

 

 

 仙塩浄化センターでの応急対応と今後の予定 

  ①多賀城緩衝緑地内に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し砂押川に放流します。 

                                                            （応急措置） 

 ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿させ、 

  上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から貞山運河へ放流します。 

  ③下水処理機能を全面的に復旧します。（平成２５年４月目標） 
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○ 要害川沈殿池 

４／１  七北田ダム希釈用水放流開始（7.8t/分） 

４／４  仙台市長同意 

４／４  地元説明 

４／８  沈殿池完成 

４／２０ 沈殿池撤去（未使用） 

 

○ 流域マンホール緊急放流（固形塩素消毒） 

① ＮＯ．２ 

３／２０ ポンプ（２ｍ３／分）設置 

② ＮＯ．５ 

３／２６ ポンプ（２ｍ３／分）設置 

③ ＮＯ．６ 

３／２６ ポンプ（２ｍ３／分）設置 

 

 

 

阿武隈川下流流域下水道 

 

○ 処理場 

① 赤井江緊急放流（次亜塩素酸ナトリウム消毒） 

３／１５ 水産業振興課から漁協へ放流説明 

３／１６ 漁協了解 

３／１６ 緊急放流開始。排水能力 ２ｍ３／分 

３／１７ 排水能力 ９ｍ３／分 

３／１８ 排水能力１８ｍ３／分 

３／１９ 排水能力２２ｍ３／分 

３／１９ 角田市長から溢水情報と対応依頼 

３／２０ 排水能力２６ｍ３／分 

３／２０ 処理場マスコミ公開 

３／２４ 排水能力３１ｍ３／分 

 

② 返流管マンホールから赤井江緊急放流（次亜塩素酸ナトリウム消毒） 

３／２２ 排水路掘削完了 

３／２３ 排水開始（５ｍ３／分） 
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③ 仮設沈殿池（３０ｍ×３０ｍ）から太平洋放流（次亜塩素酸ナトリウム消毒） 

３／２６ 掘削完了 

４／２  排水能力１７ｍ３／分 

４／４  排水能力２７ｍ３／分 

４／６  排水能力３２ｍ３／分 

５／３０ 低気圧による豪雨により岩沼市等で溢水 

６／７  主ポンプ復帰（全５基 ２２４ｍ３／分）第５系列へ排水沈殿開始 

     仮設沈殿池使用終了 

 

○ ポンプ場 

① 名取ポンプ場 

３／２４ 調圧水槽から仮設排水開始（１ｍ３／分） 

４／４  受電 

４／５  電動機（４台）搬出 

４／６  排水能力１７ｍ３／分（仮設ポンプ） 

５／１２ 本設ポンプ復旧・運転 

 

② 丸森ポンプ場 

３／２１ 運転 

③ 亘理ポンプ場 

３／２１ 運転 

④ 角田ポンプ場 

３／２１ 運転 

 

⑤ 大河原ポンプ場 

３／２１ 運転 

 

○ 増田川沈殿池（１０Ｗ×７０Ｌ×２Ｈ）（次亜塩素酸ナトリウム消毒） 

３／２０ 排水開始（４ｍ３／分） 

３／２５ 排水能力（８ｍ３／分） 

３／２８ 次亜塩素酸ナトリウムタンク設置 

３／２９ 沈殿池完成・放流開始 

４／５  商用電源に切り替え 

５／１０ 沈殿汚泥バキューム汲み上げ 

６／６  土嚢撤去開始 

６／１０ 土嚢撤去完了 
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○ マンホール緊急放流（固形塩素消毒） 

① ＮＯ．２１ 

３／２５ ポンプ設置（２ｍ３／分） 

４／５  商用電源に切り替え 

５／１６ ポンプ撤去 

 

 

北上川下流東部流域下水道 

 

○ 処理場 

① 流入ピットからバイパス放流 

３／２５ 仮設ポンプ設置。消毒・放流開始 

４／１  仮設ポンプ（１９ｍ３／分） 

４／１８ 塩素混和池利用沈殿放流開始 

４／１８ 水産業振興課へ漁協協議依頼 

４／２２ 第２系列初沈利用による沈殿放流開始 

５／９  高圧送電復旧報告（災害対策本部・東北電力から） 

６／２  高圧受電 

６／８  仮設ポンプを商用電源に切り替え 

６／３０ 主ポンプ復帰（2 台） 

 

 

 

○ 真野川沈殿池（１８×５×１．５） 

３／２１ 石巻市長・国交省了解 

３／２２ 掘削開始 

３／２４ 旧北上川放流・国交省了解 

３／２６ 排水開始（８ｍ３／分） 

４／１８ 塩素消毒開始 

７／１９ 沈殿池使用終了 
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写真２－１ 仮設ポンプ設置状況（仙塩浄化センター） 

 
 

 

 

写真２－２ 作業状況（県南浄化センター） 
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写真２－３ 作業状況（県南浄化センター） 

 
 

 

 

 

 

写真２－４ 緊急排水状況（県南浄化センター） 
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写真２－５ 国土交通省排水ポンプ車 

 

 

 

 

 

写真２－６ 排水状況 
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（２）予備ポンプ及び排水ホースの確保（仮設ポンプ対応期） 

故障等のトラブルに備え、ホース類や発電機と併せて、ポンプ予備機を確保した。 

・仙塩：仮設ポンプ２台（８インチ  ８ｍ３／分）    

 ・県南：仮設ポンプ３台（６インチ  ６ｍ３／分） 

 ・石巻東部：仮設ポンプ２台（８インチ  ８ｍ３／分）  

 

（３）再度の停電に対する備え 

（ア）被災した自家発電機の早期復旧を図ること 

○ 仙塩浄化センター 

  ・ガスタービン発電機２基（2000KVA＋1500KVA） 

  ・地下燃料タンク（Ａ重油・15000L・８時間対応） 

  ・サービスタンク（Ａ重油・1950L×２槽） 

○ 県南浄化センター 

・ディーゼル発電機２基（1000KVA＋1500KVA） 

  ・地下燃料タンク（Ａ重油・5000L・８時間対応） 

  ・サービスタンク（Ａ重油・1950L×１槽） 

○ 石巻東部浄化センター 

・ディーゼル発電機１基（1250KVA） 

  ・燃料タンク（Ａ重油・1950L・８時間対応） 

   

（イ）仮設発電機（発動発電機）の使用 

  自家発電機復旧までの間には仮設発電機（発動発電機）対応となることから、以下の台

数確保と燃料（軽油）を備蓄し、平成２３年度は民間業者との優先手配契約を締結した。 

 

○ 仙塩浄化センター 

優先手配契約：Ｉ株式会社 

    燃料備蓄量（軽油：2,000Ｌ） 

     発動発電機確保台数：４台 

○ 県南浄化センター 

優先手配契約：Ｄ株式会社 

燃料備蓄量（軽油：1,000Ｌ） 

発動発電機確保台数：２９台 

○ 石巻東部浄化センター 

優先手配契約：Ｎ株式会社 

燃料備蓄量（軽油：1,000Ｌ） 

発動発電機確保台数：５台 
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【２】公衆衛生確保に関する緊急対応 
（１） 流域幹線マンホール等からの緊急放流 

  市街地マンホールからの溢水を回避するため、流域幹線のマンホールから緊急的に近

くの河川にポンプ排水を行った箇所がある。消毒については固形塩素をマンホール内に

つり下げ対応した。 

 

（２） 仮設沈殿地 

上記の緊急放流はあくまでも溢水防止の緊急避難的措置である。基本的には仮設沈殿池

を設置し、沈殿・消毒して放流することを目指した。 

 場所の選定に当たっては下流の水利権者の同意が前提であり、上水道水源地の上流域で

は同意が困難である。以下に関係機関のリスト及び概要を記す。 

 

（ア）設置候補地に関する協議対象機関 

・市町村長 

・上水道取水権者（水道事業者） 

・農業用利水権者 

・東北地方整備局（直轄河川管理者） 

・河川課 

・職と暮らし安全推進課（上水道所管課） 

・水産業振興課 

・都市計画課 

・地元町内会等 
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（イ）仮設沈殿地の概要 

 

① 多賀城緩衝緑地公園内（仙塩） 

 

写真２－７ 多賀城緩衝緑地公園内 仮設沈澱池 

 

 

写真２－８ 多賀城緩衝緑地公園内 緊急放流状況 
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② 要害川（仙塩） 

 

写真２－９ 要害川 仮設沈澱池 
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○ 要害川沈殿池記事（朝日新聞 ４月７日） 
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○ 施工位置図 

  仮設沈殿地は要害川内に設置したが，処理水の放流は希釈の関係から，七北田川合流

地点まで導水することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 
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○ 施工図 

  

（ア）設置場所選定 

仙塩浄化センター周辺からの緊急放流に加え、流入量が増加した際の新たな放流箇所とし

て、仙塩流域 大の下水排出源である仙台市泉区からの流入下水をカットするため場所選

定を行った。 

 ３月２８日に現地踏査を実施した結果、流域幹線ＭＨ付近には適地が見当たらず、流域

下水道接続点より上流にある仙台市管理の公共下水道管（泉区市名坂地先、要害川の伏越

MH）からの汲み上げが 適と判断した。 

 

 

（イ）関係機関との調整経緯 

・3 月 28 日：仙台市建設局下水道部に放流実施について打診。また、県河川課・農村整備 

課・食と暮らしの安全推進課への説明を実施し了解を得た。 

・3 月 29 日：七北田川から取水し、農業用水として使用する七北田川利水組合（4 団体） 

に説明し了解を得た。 

・3 月 30 日：仙台市建設局 下水道事業部より、市役所内部調整は下水道部が行い，地元 

周知と工事は県で行うことで合意した。 

・同日、仙台市関係部局と現地立会し、沈殿池の設置場所について確認した。 

・4 月 2 日：仙台市の関係部課長に対し緊急放流について説明した。同日、地元住民代表へ 

の説明を前提に市長が了解したとの連絡を受けた。 
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・4 月 4 日：七北田コミュニティーセンターにおいて、地元町内会長に説明。 

・4 月 5 日：関係住民全家庭分の説明資料配布を町内会長に依頼。 

・4 月 7 日：仮設沈殿池の工事着手 

           なお、沈殿池直下流には岩切土地改良区が管理する薄ヶ沢堰があり、この堰を起立 

させると河川水位が上昇し沈殿池が水没することから、同日、岩切土地改良区と、堰の 

起立時期について協議し、4月 15日開始予定から 4月 20日午後に延期することで合意。 

・4 月 9 日：仮設沈殿池設置工事完了 

・4 月 12 日：岩切土地改良区が薄ヶ沢堰の試験運転を実施 

・4 月 19 日：仙塩浄化センター主ポンプの復旧が確実となり、揚水機能の回復が見込まれ 

ることとなったことから一度も緊急放流を実施することなく仮設沈殿池を撤去。 

なお、河川課との調整により、放流の可能性がある期間中は下水希釈のため七北田

ダム放流量を 8m3/分増量して対応していた。 

③増田川（阿武隈） 

写真２－１０ 増田川 仮設沈澱池 
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④県南浄化センター（阿武隈） 

 

写真２－１１ 県南浄化センター 仮設沈澱池 

 

 

写真２－１２ 県南浄化センター 塩素消毒状況 
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⑤真野川（北上川下流東部） 

 

 

 

写真２－１３ 真野川 仮設沈澱池 

 

 

 

 

【３】放流水質のモニタリング 
①水質測定 

（ア）測定委託先 

  (財)宮城県公衆衛生協会（仙塩浄化センター、県南浄化センター関係） 

  石巻環境サービス㈱（石巻東部浄化センター関係） 

 

（イ）測定項目 

  pH,BOD,COD,SS,大腸菌群数,残留塩素 

 

（ウ）測定頻度 

  週 2 回 
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（エ）測定位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 

仙塩浄化センター周辺水質測定地点 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 

仙台港内水質測定地点 
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※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 

県南浄化センター周辺水質測定地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『地図・空中写真閲覧サービスデータ』(国土地理院）を加工して作成 

増田川水質測定地点 

 

 

 

 

 

 

 

（オ） 公表 

 下水道課のホームページで測定結果を随時公表した。 

 ４箇所の仮設沈殿地からの放流水質は「第５章 ３水質測定」に記載 
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【４】広報 
① ＨＰでの情報提供 

 発災後から、宮城県のホームページ及び県下水道課のホームページにおいて、被災状況・

応急復旧状況・節水等の呼びかけ等に関して、広く情報提供を行っている。 

② 取材対応 

 被害状況や災害復旧に関する報道機関の取材対応については、内容の範囲が広く、また

状況が刻々と変化することから、正確な情報提供を図るため、基本的に下水道課技術補佐

（総括担当）が対応することとした。 

 また被災直後には沿岸部の終末処理場に関して取材が殺到したことから、３月２０日に

県南浄化センターを、３月２２日には仙塩浄化センターを公開し、情報提供の正確化、効

率化を図った。 

仙塩浄化センターでは４月１日に再度公開し、被災状況とポンプによる応急排水状況を

説明することで、県民に広く節水についての協力呼びかけを行った。 

 

写真２－１５ 県南浄化センター取材対応状況 

 

 

③ テレビＣＭ 

 節水の呼びかけと仮設ポンプによる揚水能力の確保により、３月下旬から発生していた

マンホールからの溢水は、４月半ばから見られなくなった。 

 マンホールからの溢水の危険性は少なくなったものの、依然として処理場の浄化能力は

従来の能力を取り戻しておらず、復旧に時間を要する状況であった。このため、テレビＣ

Ｍにより節水を周知することで、処理場の被災について記憶の風化を防ぐとともに、節水・

汚れ物の減量への協力を県民に呼びかけた。ＣＭは様々な立場の人にアピールするため、

特に時間帯を設定せずに、民放各局で広い時間帯に渡り流すことした。 
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資料(HP 公表)

   県南・仙塩・石巻東部浄化センターの機能停止にかかる 

        水道利用自粛のお願いについて 

 

                                                         平成２３年３月１７日 

                                                         宮城県土木部下水道課 

  

 地震直後の大津波により県南浄化センターは全壊、仙塩浄化センター、石巻東部浄

化センターは浸水による機能停止になりました。下水管渠から浄化センター内に入る

流入ゲートが緊急遮断されたままの状態にあり、下水の管渠内滞留が進行しています。

 今後、上水道の復旧に伴って大量の生活水が下水管渠に流入し始めることにより 

マンホールから下水が市街地にあふれ出る恐れがあります。 

 このことから、流域下水道供用区域内の県民の皆様には水道使用量の縮減にご協力

をお願いします。 

 

 下水道施設の応急対応と今後の予定 

 （１）県南浄化センター 

   ①処理場及び上流の数カ所に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し仮設ポンプに 

より近隣河川に放流します。（応急措置） 

   ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、 

上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流します。 

   ③下水処理機能を全面的に復旧します。（平成２５年４月目標） 

 （２）仙塩浄化センター 

  ①多賀城緩衝緑地内に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し砂押川に放流します。 

                                                         （応急措置） 

  ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、 

上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流します。 

   ③下水処理機能を全面的に復旧します。（平成２５年４月目標） 

（３）石巻東部浄化センター 

①処理場を迂回する既設バイパス管を通し、消毒して放流します。（応急措置） 

②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、 

上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流します。 

③下水処理機能を全面的に復旧します。（平成２５年４月目標） 
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○ テレビＣＭ概要 

 

放送期間：5 月 16 日から 6 月 5 日 

放送局：県内民放 4 局（東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、東日本放送）放

送回数：61 回 

 

 

 

図２－１ 節水のＣＭ 
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○ 特定事業所の節水協力 

 陸上自衛隊多賀城駐屯地では、災害対策本部からもたらされる下水道の被災状況を注視

し、仙塩浄化センターの排水能力に余裕が生じるまでの間、トイレの使用自粛や入浴の制

限等、自主的に排水制限に努めていただいた。 

 また宮城県からの節水の呼びかけに対し、通常時の下水道への排水から除害施設を使用

した河川排水に切り替える対応を申し出た特定事業所があった。 

 下水道課では河川管理者や農業利水権者等関係機関に協議した上で下記のように文書で

正式に協力を依頼した。 

  

65



 

 

資料

                               下 水 号 外  

                               平成 23 年 4 月 21 日 

 

 （特定事業所）    殿         

 

                          宮城県土木部下水道課長 
 

 

県南浄化センターの機能不全に伴う排水量の抑制について（依頼） 

 本県の下水道行政の遂行にあたりましては，日ごろ多大な御協力をいただき感謝申し上げ

ます。 
 さて，去る３月１１日に発生した地震及び津波により，阿武隈川下流流域下水道県南浄化

センターが機能不全に陥り，現在汚水の汲み上げ能力が低下している状態にあります。つき

ましては貴工場の排水を公共用水域へ排出する等により，下水道への排水量を抑制いただく

ようお願いします。 
 
                   記 
 
1 排水抑制を依頼する期間 
  処理場内メインポンプが復旧する平成 23 年 5 月中旬まで 
 （復旧の日取りが決定しましたら，別途連絡いたします。） 
 
2 留意事項 

 (1) 水質 
放流水質については，県環境生活部の指導の下，適切なレベルに維持するようお願いし

ます。 
 (2) 下水道利用の一時停止に係る公共下水道管理者との協議 
  下水道の利用を一時停止することについて，公共下水道管理者である名取市へも協議を

行い，内容について承諾を受けてください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 担 当：土木部下水道課企画管理班 

高 橋 
   電 話：０２２－２１１－３１４２ 

FAX ：０２２－２１１－３１９５ 
Email：takahashi-ma819@pref.miyagi.jp
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○ 処理場機能復旧見込みに関する情報提供 

記 者 発 表 資 料           
 平成２３年６月８日 
 下水道課整備指導班 
 内線：３１４４ 

 

流域下水道の復旧状況について 
 東日本大震災により甚大な被害を受けた３箇所の流域下水処理場（仙塩浄化センター，

県南浄化センター，石巻東部浄化センター）について，現在の復旧状況と今後の方針につ

いてお知らせします。 
 
１ メインポンプの復旧について 
 下水処理場では，幹線管渠を流れて集まってくる下水をメインポンプで汲み上げてから，

水をきれいにする処理を行いますが，そのメインポンプが今回の震災で被災しました。下

水の滞留によるマンホールからの溢水を回避するため，仮設ポンプを設置するとともに，

メインポンプの復旧に急ぎ取り組んできましたが，２つの下水処理場で復旧が完了しまし

たのでお知らせします。                   
  ・仙塩浄化センター   ４月２０日から５月３０日までに復旧（４台中，４台復旧） 
  ・県南浄化センター   ６月７日に復旧。         （５台中，５台復旧） 
  ・石巻東部浄化センター ６月中の復旧に向け作業中。（現在仮設ポンプで対応中） 
 
２ 今後の水質改善の方針について 
 現在，各処理場では沈澱・消毒の処理を行っていますが，放流水質の向上を図るための

応急措置として，仙塩及び県南の浄化センターにおいて仮設の送風機を用いた「簡易な生

物処理（※）」を行うこととし，７月上旬からの実施に向けて現在準備を進めています。 
 放流予定水質は，国土交通省が設置した学識者等からなる「下水道地震・津波対策技術

検討委員会」において取りまとめられた「下水道施設の復旧にあたっての技術的緊急提言」

を踏まえＢＯＤ60mg/l を目標とすることし，併せて大腸菌群数等の他の指標についても，

改善を図ります。また，今後も放流先の状況等に応じて，処理レベルの段階的な向上を図

ってまいります。 
 なお，本復旧は平成２４年度末までの早期に完了させることを目標に進めています。 

 現況の放流水質は以下のとおりです。（３月２９日から６月２日採取分まで） 
 詳細につきましては，下水道課のホームページにて公表します。 
 
※簡易な生物処理とは？ 
仮設の送風機で汚水中の微生物に酸素を供給し，通常より少ない微生物量や反応時間で，

簡易的な生物処理を図るものです。 

BOD 平均 153mg/l 最大 240mg/l 最小 97mg/l

大腸菌群数 平均

BOD 平均 159mg/l 最大 240mg/l 最小 75mg/l

大腸菌群数 平均

BOD 平均 39mg/l 最大 84mg/l 最小 12mg/l

大腸菌群数 平均

仙塩浄化センター
　332,000個/cm3

県南浄化センター
　179,000個/cm3

石巻東部浄化センター
　   2,000個/cm3
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